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西宮市立留守家庭児童育成センターの設置運営に関する事務取扱要綱 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、西宮市留守家庭児童育成センター条例（昭和６３年西宮市条例８１号。

以下「条例」という。）及び同条例施行規則（昭和６３年西宮市規則第９９号。以下「規

則」という。）並びに西宮市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年西宮市条例第１１号。以下「最低基準条例」という。）に定めるもの

のほか、西宮市立留守家庭児童育成センター（以下「育成センター」という。）の設置運

営に関する事務取扱について必要な事項を定める。 

 

（管理運営経費） 

第２条 育成センターの管理運営に要する経費は、毎年度、予算の範囲内で指定管理者と年

度協定を締結し、指定管理料として支出する。 

 

（指定管理者の報告等） 

第３条 指定管理者は、育成センターの管理運営業務の実施状況その他の西宮市公の施設

に係る指定管理者の手続等に関する条例第８条各号に定める事項を記載した事業報告書

を作成し、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、必要と認めるときは、指定管理者に対し業務の執行状況について報告を求め、

調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 

第２章 施設に関する事項 

（設置方針） 

第４条 育成センターは、原則として各小学校区に１か所設置するものとする。 

 

（施設の確保） 

第５条 育成センターの施設は、学校教育活動への影響を踏まえて、運動場や転用可能教室

などの学校施設を利用して設置する。ただし、学校施設を利用することが困難な場合につ

いては、別途に施設の確保を図るものとする。 

 

（施設内容） 

第６条 育成センターの施設には、原則として遊び及び生活の場としての機能を備えた区

画（以下「育成室」という。）、静養するための機能を備えた区画（以下「静養室」という。）、

便所、湯沸室及び玄関を備えるものとする。ただし、便所、湯沸室又は玄関については、

必ずしも専用であることを要しない。 

 

（施設の定員） 

第７条 条例第４条に規定する施設の定員は、別表のとおり市長が定める。 
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２ 市長は、前項に規定する施設の定員の決定に当たり、育成室並びに静養室の面積につい

て、児童１人当たり概ね１．６５平方メートルを確保しなければならない。ただし、待機

児童の状況がある場合、施設の定員を超えて利用させる人数については、定員に１．１を

乗じて得た数まで利用させることができる。 

 

第３章 利用審査に関する事項 

（利用資格） 

第８条 条例第５条第２項の規定により育成センターを利用できる者は、神戸市北区道場

町生野１１７２番地に住所を有する者で西宮市立北六甲台小学校に通学する児童その他、

市長が特に必要があると認めた者とする。 

 

（利用申請） 

第９条 育成センターの利用に係る申請手続については、別に定める。 

 

（審査） 

第１０条 条例第５条に規定する利用資格は、別に定める。ただし、条例第５条第１項第４

号に該当する事項に係る審査において必要があると認めるときは、利用許可の申請にお

いて記入される「児童の生活状況等」の内容等による書類審査や当該児童及び保護者の面

接審査を行うものとする。 

２ 市長は、前項ただし書の規定による審査に当たり、専門職員の意見を聴くことができる。 

 

（利用者の選考）   

第１１条 育成センターの利用者の選考方法は、別に定める。 

 

（許可手続等） 

第１２条 育成センターの利用に係る許可の手続きについては、別に定める。 

 

（育成料の減免） 

第１３条 規則別表第２に規定する「その他市長において特に育成料の減免を必要と認め

る世帯及びその減免後の育成料の額」については、別に定める。 

 

第４章 職員に関する事項 

（職員の一般的要件） 

第１４条 育成センターにおいて利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊か

な人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事

業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。 

 

２ 職員は、その資格により放課後児童支援員と補助員に区分される。 
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（放課後児童支援員の資格要件） 

第１５条 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事

が行う研修を修了した者でなければならない。ただし、第１９条に定める常勤の放課後児

童支援員のうち１人を除き、事業に従事することになった日から２年以内に修了するこ

とを予定している者をもってこれに代えることができる。 

 (１) 保育士の資格を有する者 

 (２) 社会福祉士の資格を有する者 

 (３) 学校教育法第９０条第１項に規定する者又は同条第２項の規定により大学への入

学を認められた者であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの 

 (４) 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状を有する者 

 (５) 学校教育法第１条に規定する大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、

芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

（当該学科又は当該課程を修めて同法第８３条の２第１項に規定する専門職大学の前

期課程を修了した者を含む。） 

 (６) 学校教育法第１条に規定する大学において、前号に規定する学科又は課程におい

て優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第１０２条第２項の規定により大学

院への入学が認められた者 

 (７) 学校教育法第９７条に規定する大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社

会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した者 

 (８) 外国の大学において、第５号に規定する学科又は課程を修めて卒業した者 

 (９) 高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業

に従事した者であって、市長が適当と認めたもの 

 (１０) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた

もの 

 

（放課後児童支援員の職務） 

 第１６条 放課後児童支援員は、育成センターを利用する児童に適切な遊び及び生活の場

を与え、健全育成を図るとともに、育成センターの適正な管理運営を行うため、次の職務

を行う。 

 (１) 児童の育成（外遊び、室内遊び、工作、自主学習、心身の状態の把握など） 

 (２) おやつの購入及び準備（手作りおやつなど） 

 (３) 緊急時における児童の安全確保 

 (４) 児童の生活を豊かにするための遊びや活動の研究 

 (５) 出席簿や育成日誌の作成 

 (６) 育成センターだよりの作成と連絡帳などの記載 

 (７) 年間・月間計画・勤務予定表の作成 

 (８) 利用許可申請書等、各種申請書の交付・受付 

 (９) 実費徴収金の徴収、管理 

 (１０) 保護者会での育成報告や保護者との相談、子育てへの支援 
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 (１１) 学校や保護者、運営委員会への必要に応じた連絡・調整 

 (１２) 地域、関係機関等への対応、指定管理者との連絡・調整 

 (１３) 施設・設備・備品の管理と環境整備 

 (１４) その他、育成センター利用児童の健全育成に関すること 

 

（補助員の資格要件） 

第１７条 補助員は、次の各号のいずれかの要件を備える者とする。 

 (１) 保育士、教員免許などの資格取得者及び取得中の者 

 (２) ２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者 

 (３) 放課後児童の健全育成に熱意を有する者 

 

（補助員の職務） 

第１８条 補助員は放課後児童支援員の職務を補助し、育成センターの管理運営業務に従

事する。 

 

（職員の配置基準） 

第１９条 指定管理者は、育成センターを開所している時間帯（以下「開所時間」という。）

を通じて、次の基準により放課後児童支援員もしくは補助員を配置しなければならない。 

 (１) 定員４０人以下の育成センター ２人   

 (２) 定員６０人の育成センター ３人（ただし、利用児童が４５人未満の場合は、２人

とする。） 

 

２ 指定管理者は、次の基準により常勤（育成センターの開所時間の概ね３分の２以上従事

するとともに、指定管理者で定めた勤務時間（所定労働時間）の全てを勤務する者、又

は１日６時間以上かつ月２０日以上勤務している者をいう。以下同じ。）の放課後児童

支援員を配置しなければならない。 

 (１) 定員４０人以下の育成センター ２人   

 (２) 定員６０人の育成センター ３人（ただし、利用児童が４５人未満の場合は、２人

とする。） 

３ 常勤の放課後児童支援員が休暇若しくは欠けた場合は、その間、非常勤職員をもって充

てるものとする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、育成センターの開所時間を通じて、１人以

上の常勤の放課後児童支援員を配置しなければならない。 

 

（弾力加配) 

第２０条 指定管理者は、次の各号に該当するときは、前条第１項の職員の配置に加えて、

次の基準により必要な期間、職員を配置するものとする。 

 (１) 定員４０人以下の育成センターで利用児童が４５人以上となったとき。 

    （利用児童数が４５人から配置し、４０人未満になると配置を解く。） 
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 (２) 定員６０人の育成センターで利用児童が６５人以上となったとき。 

    （利用児童数が６５人から配置し、６０人未満になると配置を解く。） 

 

（障害加配) 

第２１条 指定管理者は、身体障害者手帳・療育手帳を所持する児童、又は特別支援学級・

学校に在籍する児童の保育のため、市長が必要と認めるときは、第１９条第１項の配置にお

いて、職員を追加配置することができる。なお、配置人数、配置期間等については、当該児

童の個々の状況や利用者数を踏まえ、市長と指定管理者で協議のうえ決定する。 

 

（特別加配) 

第２２条 指定管理者は、集団生活を営む上で特に支援が必要な児童や、外国籍児童など前

項によらず特別な支援を必要とする児童の保育のため、市長が必要と認めるときは、第１９

条第１項の配置において、職員を追加配置することができる。なお、配置人数、配置期間等

については、当該児童の個々の状況や利用者数を踏まえ、市長と指定管理者で協議のうえ決

定する。 

 

第５章 運営委員会に関する事項 

（運営委員会の設置等） 

第２３条 指定管理者は、地域における児童の健全育成を図り、保護者、地域住民、学校等

と連携・協力して育成センターの管理運営を行うため、育成センターごとに運営委員会を

設置するものとする。 

２ 運営委員会は、原則として次の各号に掲げる者をもって構成するものとする。 

 (１) 地域団体の代表（地区社会福祉協議会の代表、民生･児童委員、青少年愛護協議会

役員等） 

 (２) 小学校代表 

 (３) 保護者代表（利用保護者代表又はＰＴＡ代表等） 

 (４) 学識経験者 

 

（運営委員会の役割） 

第２４条 運営委員会は、育成センターの運営状況について指定管理者から報告・説明を   

受け、育成センターの円滑・適正な管理運営を図るため、情報交換・意見交換等を行うも

のとする。 

 

２ 指定管理者又は指定管理者から委任を受けた者は、前条第２項で構成する運営委員会

を必要に応じ適宜招集し、前項に係る必要な事項についての会議を行うものとする。 

３ 運営委員会は、指定管理者から委任を受けた場合には、次の各号に掲げる管理運営業

務について協議し、実施することができる。 

 (１) 育成計画の立案に関すること。 
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 (２) 各種課題の収集に関すること。 

 (３) 施設及び設備の管理に関すること。 

 (４) その他日常の管理運営に関すること。 

 

（職員の出席） 

第２５条 運営委員会は、その会議に育成センターにおいて利用者の支援に従事する職員

の出席を求め、育成状況その他必要事項について報告を求めることができる。 

 

第６章 雑則 

（実費徴収） 

第２６条 指定管理者は、育成センターの管理運営業務を実施するに当たり、児童に直接還

元される費用の実費を徴収する必要があると認めるときは、これを徴収することができ

る。 

 

２ 前項に規定する実費徴収金は、概ね次の各号に掲げる費用とする。 

 (１) おやつ代 

 (２) 教材費 

 (３) 行事費 

３ 指定管理者は、当該実費徴収金にかかる経費について、適正に管理し、常にその管理状

況を明確にしておかなければならない。 

 

（その他） 

第２７条 この要綱に定めるもののほか、育成センターの管理運営に関し必要な事項は、指

定管理者が市長と協議の上、別に定めることができる。 

 

付 則 

１ この要綱は、条例施行の日から施行する。 

２ 条例付則第２項に規定する所定の書類は、「保護者の口座振替納付書送付依頼書並び 

 に育成料の減免を受けようとする保護者の育成料減免申請書及び市民税課税（非課税）証

明書若しくは税務情報の調査承諾書」とする。 

付 則 

この要綱は、平成元年１０月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３年１月２５日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成４年６月２９日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１０年３月２６日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１０年１１月１日から施行する。 
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付 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１２年１０月７日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。なお、第７条第３項及び第１２条第１項

については、平成１７年度の暫定措置とし、平成１８年度以降については改めて協議するも

のとする。 

付 則 

この要綱は、平成１７年１１月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年 4月 1日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年１２月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、最低基準条例（平成２６年西宮市条例第１１号）の施行の日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に存する育成センターへの第６条の規定の適用については、当

分の間、同条中「遊び及び生活の場としての機能を備えた区画（以下「育成室」という。）、
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静養するための機能を備えた区画（以下「静養室」という。）」とあるのは、「遊び及び生

活の場としての機能を備えた区画（以下「育成室」という。）」とする。 

３ この要綱の施行の際現に存する育成センターについて、当分の間、第７条第２項の規定

は適用せず、育成室の面積について、児童１人当たり概ね１平方メートルを確保するよ

うに努めるものとする。ただし、待機児童の状況がある場合、施設の定員を超えて利用さ

せる人数については、育成室で児童１人当たり１．１平方メートル以上を確保できる人

数まで利用させることができる。 

４ 指定管理者は、この要綱の施行の際現に育成センターの常勤指導員として業務に従事

する者について、第１９条に規定する「都道府県知事が行う研修」をできる限り早期に受

講・修了するよう努めなければならない。 

付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年７月１２日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和５年１２月８日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年２月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表（第７条関係） 

育成センター 定員 

  １ 鳴尾東第１      ３２ 

２ 鳴尾東第２ ３４ 

３ 鳴尾東第３ ３４ 

  ４ 甲子園浜第１      ４０ 

  ５ 甲子園浜第２      ４０ 

  ６ 香櫨園第１      ４０ 

  ７ 香櫨園第２ ３２ 

  ８ 香櫨園第３ ４０ 

  ９ 香櫨園第４ ３２ 

 １０ 香櫨園第５ ３９ 

 １１ 春風第１      ４０ 

 １２ 春風第２      ４０ 

 １３ 春風第３      ４０ 

１４ 春風第４      ４０ 

１５ 春風第５      ４０ 

１６ 瓦林第１      ４０ 

１７ 瓦林第２      ４０ 

１８ 上ケ原南      ６０ 

１９ 上甲子園第１      ４０ 

２０ 上甲子園第２      ４０ 

２１ 上甲子園第３      ４０ 

２２ 上甲子園第４      ４０ 

２３ 名塩第１      ３０ 

２４ 名塩第２      ３０ 

２５ 小松第１      ４０ 

２６ 小松第２ ４０ 

２７ 小松第３ ４０ 

２８ 甲東第１      ３１ 

２９ 甲東第２      ３１ 

３０ 甲東第３ ４０ 

３１ 甲東第４ ４０ 

３２ 南甲子園第１      ４０ 

３３ 南甲子園第２      ４０ 

３４ 安井第１      ４０ 

３５ 安井第２      ４０ 

３６ 安井第３ ３８ 

３７ 安井第４ ３８ 
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３８ 安井第５ ３８ 

３９ 北夙川      ６０ 

４０ 樋ノ口第１      ４０ 

４１ 樋ノ口第２      ４０ 

４２ 樋ノ口第３      ４０ 

４３ 樋ノ口第４      ４０ 

４４ 鳴尾第１      ４０ 

４５ 鳴尾第２      ４０ 

４６ 鳴尾北第１      ４０ 

４７ 鳴尾北第２      ４０ 

４８ 鳴尾北第３ ４０ 

４９ 鳴尾北第４      ４０ 

５０ 高木第１      ４０ 

５１ 高木第２      ３７ 

５２ 高木第３      ３１ 

５３ 段上第１      ４０ 

５４ 段上第２      ４０ 

５５ 段上第３      ４０ 

５６ 津門第１      ６０ 

５７ 津門第２      ６０ 

５８ 用海第１      ６０ 

５９ 用海第２      ４０ 

６０ 広田第１      ６０ 

６１ 広田第２      ４０ 

６２ 神原第１      ４０ 

６３ 神原第２ ４０ 

６４ 神原第３ ４０ 

６５ 瓦木第１      ３４ 

６６ 瓦木第２      ３７ 

６７ 瓦木第３      ３６ 

６８ 平木第１      ４０ 

６９ 平木第２ ４０ 

７０ 浜脇第１      ６０ 

７１ 浜脇第２      ４０ 

７２ 浜脇第３      ６０ 

７３ 上ケ原第１      ４０ 

７４ 上ケ原第２      ４０ 

７５ 高須西第１      ３３ 
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７６ 高須西第２      ３３ 

７７ 高須西第３      ３３ 

７８ 今津第１      ３９ 

７９ 今津第２      ４０ 

８０ 今津第３      ４０ 

８１ 段上西第１      ４０ 

８２ 段上西第２      ４０ 

８３ 段上西第３      ４０ 

８４ 深津第１      ４０ 

８５ 深津第２ ４０ 

８６ 深津第３ ４０ 

８７ 深津第４ ４０ 

８８ 深津第５ ４０ 

８９ 甲陽園第１      ４０ 

９０ 甲陽園第２      ４０ 

９１ 甲陽園第３      ４０ 

９２ 甲陽園第４      ４０ 

９３ 夙川第１      ４０ 

９４ 夙川第２      ４０ 

９５ 夙川第３      ４０ 

９６ 夙川第４      ４０ 

９７ 高須第１      ６０ 

９８ 高須第２      ６０ 

９９ 大社第１      ４０ 

１００ 大社第２      ４０ 

１０１ 北六甲台      ６０ 

１０２ 生瀬      ４０ 

１０３ 山口      ６０ 

１０４ 東山台第１      ３２ 

１０５ 東山台第２      ４０ 

１０６ 西宮浜第１      ４０ 

１０７ 西宮浜第２      ４０ 

１０８ 西宮浜第３      ４０ 

１０９ 苦楽園第１      ３１ 

１１０ 苦楽園第２      ４０ 

１１１ 高木北      ４０ 

 

 


